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公益財団法人松阪市勤労者サービスセンター共済事業規則

（趣旨）

第１条 この規則は、公益財団法人松阪市勤労者サービスセンター（以下、「この法人」という。）定款

第４条第４号に規定する共済事業について、必要な事項を定めるものとする。

（適用範囲）

第２条 この規則は、この法人の会員（会員及び会費に関する規則第７条第２項に規定する会員を除く。

以下、この規則において同じ。）またはその遺族に適用する。

（対象）

第３条 会員は、この法人の会員の資格を有する期間中に発生した別表１に掲げる事由について請求をす

る権利を有する。

（在会年数）

第４条 会員の在会年数は、当該会員がその資格を取得した日の属する当該月の初日から起算するものと

する。

２ 会員がその資格を失った場合において、その会員が他の事業所に就職し会員資格を取得したときは、

当該会員の在会年数を通算することができる。

（種類及び金額）

第５条 種類及び金額は別表１のとおりとする。

（契約）

第６条 第５条の規定のうち、死亡弔慰金、傷病休業見舞金、住宅災害見舞金の全額または一部について

は、一般財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会（東京都渋谷区代々木２－１１－１７ 以下、「全労

済協会」という。）を引受団体とする自治体提携慶弔共済保険を契約して実施するものとし、この法人

または会員が当該保険の被保険者となり、保険金等の各支払条件等については、当該保険の普通保険約

款及び特約条項の定めによる。

（請求）

第７条 会員が支払いを受けようとするときは、所定の請求書により理事長に請求しなければならない。

２ 前項の請求書には、別表２に掲げる書類を添付しなければならない。

３ 入学祝金、成人祝金、還暦祝金、永年在会記念品については、事務局から共済事項の発生を通知する

ことがある。この場合、前２項の規定にかかわらず、会員は請求書及び添付書類の提出を要しない。

（時効）

第８条 この法人は、会員又は当該遺族が、事由の発生を知ったときから請求手続きを３年間怠った

ときは、支払いの義務を免れる。

（決定及び支払い）

第９条 支払いの決定は、理事長及び全労済協会が請求書及び添付書類を精査し行う。

２ 前項の決定後は、速やかに請求人が請求書に指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うも

のとする。

（死亡弔慰金受取の順位）

第１０条 会員の死亡にかかる死亡弔慰金を受け取る順位は、次の各号に掲げる順とする。

(1) 配偶者（届出をしないが会員の死亡当時事実上の婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。）

(2) 会員の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた会員の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉

妹

(3) 会員の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた配偶者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟

姉妹
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(4) 第２号に該当しない会員の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(5) 第３号に該当しない配偶者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

（保険料）

第１１条 保険料の額は、会員１人当たり月額８０円とし、全労済協会の行う自治体提携慶弔共済保険へ

月毎に支払う。

（支払いの制限）

第１２条 理事長は会員が会費納入の義務を履行しないときは、全部または一部を支払わないことが

できる。

（虚偽等による返還）

第１３条 支払いの後、虚偽、その他の不正行為により支払いを受けたけたことが明らかになった者に対

しては、理事長は支払った額を返還させるものとする。

（委任）

第１４条 この規則及び自治体提携慶弔共済保険の普通保険約款及び特約条項に定めるもののほか、共済

事業の実施について必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則

１ この規則は、この法人の設立の登記の日から施行する。

２ 財団法人松阪市勤労者サービスセンターの会員（財団法人松阪市勤労者サービスセンター業務方法書

第８条第２項に規定する会員を除く。次項において同じ。）は、在会期間中に発生した共済事由につい

て、この規則の適用を受ける。

３ この法人の設立の登記の日の前日までに財団法人松阪市勤労者サービスセンターの会員となった者

で、この法人の設立の登記の日に継続してこの法人の会員である者の在会期間は、当該会員が財団法人

松阪市勤労者サービスセンターの会員資格を取得した日の属する月の初日から起算する。

附 則

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。

２ 平成２６年３月３１日以前に確定した共済事由については、改正前の共済事業規則の規定による。
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別表１（第５条関係）

種類と金額

事 由
金 額

契約分 センター分

祝

金

結 婚 祝 金（会員の法律上の結婚） ０円 １０,０００円

子の出生祝金 （会員若しくは配偶者の出産） ０円 １０,０００円

子の入学祝金 （会員の子の小学校入学） ０円 ７,０００円

子の入学祝金 （会員の子の中学校入学） ０円 ７,０００円

成 人 祝 金（会員の満年齢２０歳） ０円 ７,０００円

還 暦 祝 金（会員の満年齢６０歳） ０円 ７,０００円

銀 婚 祝 金（会員の法律上の結婚２５年） ０円 １０,０００円

子の就職祝金 （会員の子の会員事業所外就職） ０円 ５,０００円

子の就職祝金 （会員の子の会員事業所就職） ０円 ２０,０００円

子のUターン就職祝金（会員の子の会員事業所外就職） ０円 １０,０００円

子のUターン就職祝金（会員の子の会員事業所就職） ０円 ２０,０００円

家族看護見舞金（会員と同一世帯１親等以内の家族
６０日以上の入院） 請求は、在会期間中に１回限り

０円 １０,０００円

死

亡

弔

慰

金

会

員

疾病による死亡
７０歳以下 １００,０００円 ０円

７１歳以上 ５０,０００円 ０円

不慮の事故による死亡 １５０,０００円 ０円

交通事故による死亡 ２５０,０００円 ０円

疾病以外による死亡（事故等を除く。） ０円 ５０,０００円

配偶者（含内縁関係） ２０,０００円 １０,０００円

子（会員の子及びその配偶者） ３５,０００円 ０円

父母（会員及び配偶者の実父母､養父母､継父母） ５,０００円 ５,０００円

住宅災害による同居親族の死亡 ２０,０００円 ０円

重
度
障
が
い
・

後
遺
障
が
い

見
舞
金

疾病による重度障がい
（７０歳以下） １００,０００円 ０円

（７１歳以上） ５０,０００円 ５０,０００円

不慮の事故による後遺障がい
６,０００円～
１５０,０００円

０円

交通事故による後遺障がい
１０,０００円～
２５０,０００円

０円

傷
病
休
業

見
舞
金

(a) 休業 １４日以上３０日未満の休業 ５,０００円 ５,０００円
(a)(b)のいずれか
に加算(b) 休業 ３０日以上９０日未満（(a)に加算） ５,０００円

(c) 休業 ６０日以上９０日未満（(b)に加算） ５,０００円 ０円

(c) 会員の９０日以上１２０日未満の休業（(c)に加算） ５,０００円 ０円

(d) 会員の１２０日以上の休業 （(d)に加算） ５,０００円 ０円

住
宅
災
害
見
舞
金

火災等

建物・家財の損害程度 ５０％以上 １００,０００円 ０円

３０％以上５０％未満 ７０,０００円 ０円

２０％以上３０％未満 ５０,０００円 ０円

２０％未満 ２０,０００円 ０円

自 然 災

害

建物の損害程度 ７０％以上 ３０,０００円 ０円

２０％以上７０％未満 １５,０００円 ０円

２０％未満 ３,０００円 ０円

床上浸水（損害程度に関わらず） ６,０００円 ０円

永
年
在
会

記
念
品

会員資格を取得してから

５年以上 ０円 ５,０００円

１０年以上 ０円 ６,０００円

１５年以上 ０円 ７,０００円

２０年以上 ０円 ７,０００円

２５年以上 ０円 ７,０００円
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別表２（第７条第２項関係）

事由別添付書類

事 由 添 付 書 類

祝

金

結 婚 祝 金 戸籍謄本、婚姻届受理証明書または媒酌人証明の写し

子の出生祝金 出生届、住民票または健康保険証の写し

子の入学祝金 就（入）学通知書または健康保険証の写し

成 人 祝 金 健康保険証または免許証等の写し

還 暦 祝 金 住民票、健康保険証または免許証の写し

銀 婚 祝 金 戸籍謄本の写し

子の就職祝金

（新規学卒者）

卒業証書、住民票謄本、戸籍謄本及び就職証明書（事業所

証明書）の写し

子の就職祝金

（Ｕターン就職）

住民票謄本、戸籍謄本、退職証明書（前事業所証明書）及

び就職証明書（事業所証明書）の写し

家族看護見舞金

家族を証明する書面（戸籍謄本及び住民票謄本健康保険証

等）と入院を証明する書面（入院証明書、入院治療費請求

書）の写し

死

亡

弔

慰

金

会

員

疾病による死亡

医師の死亡診断書または死体検案書の写し等死因及び死

亡日の確認できるもの

対象者と保険受取人の関係を証明するもの（ただし１０万

円以下の場合は省略が可能）

不慮の事故による死亡

医師の死亡診断書または死体検案書の写し等死因及び死

亡日の確認できるもの

不慮の事故である証明書の写し

対象者と保険受取人の関係を証明するもの

交通事故による死亡

医師の死亡診断書または死体検案書の写し等死因及び死

亡日の確認できるもの

交通事故である証明書の写し

対象者と保険受取人の関係を証明するもの

疾病以外による死亡

（事故を除く）

医師の死亡診断書または死体検案書の写し等死因及び死

亡日の確認できるもの

配偶者

対象者の関係と死亡の確認できる証明書の写し子

父母

住宅災害による同居親族の死亡 医師の死亡診断書または死体検案書等の写し

重
度
障
が
い
・

後
遺
障
が
い

見
舞
金

疾病による重度障がい 医師の後遺障がい診断書の写し

不慮の事故による後遺障がい
医師の後遺障がい診断書の写し

不慮の事故である証明書の写し

交通事故による後遺障がい
医師の後遺障がい診断書の写し

交通事故である証明書の写し

傷病休業見舞金
本人の傷病名及び休業日数が確認できるもの

（診断書、事業所からの休業証明等）

住宅災害見舞金
修理業者による見積書の写し

関係官署の罹災証明

永年在会記念品 不要


